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05 グループホームとは

　「支援を受けながら自宅以外で暮らしたい」方のためのサービスです。グルー

プホームは「共同生活援助」が正式名称です。障害のある方が一軒家やアパート

タイプの住居におおむね定員 10 人以下で共同生活をするサービスです。「障害の

ある方向けのシェアハウス」のようなところだとイメージするとわかりやすいと

思います。「世話人」や「支援員」と呼ばれる職員がおり「主に夜間において、

相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助」を受けるこ

とができます。家賃や食費、活動費などで月額 7～８万円程度の費用が必要です。

　グループホームには大きく 3つの利用形態があります。

• 外部サービス利用型：

夜間や休日はグループホームを利用し、平日の日中は就労先や地域活動

支援センター等の外部の事業所へ通います。

• 日中サービス支援型：

グループホームで日中も支援を受けられます。日中に通所先への外出が

困難な障害者や高齢の障害者が主な対象です。他の利用形態に比べ、料

金が高い傾向があります。

• 介護サービス包括型：

排せつ、入浴、食事、着替え等にも介護が必要な方が対象です。夜間や

休日はグループホームを利用し、平日の日中は就労先や生活介護等の外

部の事業所へ通います。

※	 入居者の病院受診や買い物等への同行は制度上のサービスに含まれていないため、

病院受診等への同行は行っていない、または有料で対応しているところもありま

す。

※	 原則、本人の銀行通帳や印鑑などの貴重品は施設では預かりません。現金につい

ては、「本人の外出時や物品購入等のための資金」として必要な小遣い程度の少額

であれば「施設で預かる」、もしくは「活動費を施設が立て替え、後日本人または

親族等が支払う」場合もあります。

申請窓口は各区福祉事務所障害者支援課 (P.34) です。

06 自立訓練 (生活訓練 )とは

　「自立訓練」には「機能訓練（身体機能の向上と、生活能力の向上を目指す）」と「生

活訓練」の２つがあり、主に発達障害の方が利用するのは「生活訓練」です。

　生活訓練とは「自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相

談及び助言その他の必要な支援を受ける」サービスです。(厚生労働省 HP 参照 )　

利用期間は生涯で原則 2年間です。

　具体的には、「金銭管理や家事、生活リズムなどの生活能力を向上させるため

の練習を行う」「自己理解・障害理解を深める、ソーシャルスキルを身に付ける

などのプログラムを受ける」「体を動かすなどのレクレーションを受ける」など

です。

　申請窓口は各区福祉事務所障害者支援課 (P.34) です。

学校は卒業したけど、すぐに働いたり作業するのは難しいし、「もうちょっと自

分のことや世の中のことを学びたい」という本人の思いがあり利用したいと考え

ています。(家族 )

福祉型大学（福祉型カレッジ）について

　最近では、就労移行支援 (2 年間 ) と組み合わせて計 4 年間の「福祉型大

学 ( 福祉型カレッジ )」という名称で「前半の 2 年間を生活訓練、後半の 2

年間を就労移行支援」を行う事業所もあります。（一般的な高等教育機関の「大

学」とは異なります。）




